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「上場投資信託受益権振替決済口座管理約款」新旧対照表 
 

平成 20 年 11 月 30 日 
（下線部分改正） 

改 正 現 行 

（約款の趣旨） 

第１条 この約款は、社債、株式等の振替に関

する法律（以下「振替法」といいます。平成

21年６月８日までの範囲内において政令で定

める日において「株式等の取引に係る決済の

合理化を図るための社債等の振替に関する法

律等の一部を改正する法律」における「社債、

株式等の振替に関する法律」が施行されます。

以下同じ。）に基づく振替制度において取扱う

振替上場投資信託受益権に係るお客様の口座

（以下「振替決済口座」といいます。）を当社

に開設するに際し、当社とお客様との間の権

利義務関係を明確にするために定めるもので

す。また、振替上場投資信託受益権及び特例

上場投資信託受益権の範囲については、株式

会社証券保管振替機構（以下「機構」といい

ます。）の株式等の振替に関する業務規程に定

めるものとします。 

 

（振替決済口座） 

第２条 振替決済口座は、振替法に基づく口座

管理機関として当社が備え置く振替口座簿に

おいて開設します。 

２ 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳

区分を設けます。この場合において、質権の

目的である振替上場投資信託受益権の記載又

は記録をする内訳区分（以下「質権欄」とい

います。）とそれ以外の振替上場投資信託受益

権の記載又は記録をする内訳区分（以下「保

有欄」といいます。）とを別に設けて開設しま

す。 

３ 当社は、お客様が振替上場投資信託受益権

（約款の趣旨） 

第１条 この約款は、社債等の振替に関する法

律（以下「社振法」といいます。）に基づく振

替制度において取扱う上場投資信託受益権に

係るお客様の口座（以下「振替決済口座」と

いいます。）を当社に開設するに際し、当社と

お客様との間の権利義務関係を明確にするた

めに定めるものです。また、上場投資信託受

益権及び特例投資信託受益権の範囲について

は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」

といいます。）の上場投資信託受益権に関する

業務規程に定めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

（振替決済口座） 

第２条 振替決済口座は、社振法に基づく口座

管理機関として当社が備え置く振替口座簿に

おいて開設します。 

２ 振替決済口座には、機構が定めるところに

より、内訳区分を設けます。この場合におい

て、質権の目的である上場投資信託受益権の

記載又は記録をする内訳区分（以下「質権口」

といいます。）とそれ以外の上場投資信託受益

権の記載又は記録をする内訳区分（以下「保

有口」といいます。）とを別に設けて開設しま

す。 

３ 当社は、お客様が上場投資信託受益権につ
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についての権利を有するものに限り振替決済

口座に記載又は記録いたします。 

 

（振替決済口座の開設） 

第３条 振替決済口座の開設に当たっては、あ

らかじめ、お客様から当社所定の「保護預り

口座設定申込書」によりお申込みいただきま

す。その際、犯罪による収益の移転防止に関

する法律の規定に従い本人確認を行わせてい

ただきます。 

２      （現行どおり） 

３ 振替決済口座は、この約款に定めるところ

によるほか、振替法その他の関係法令及び機

構の株式等の振替に関する業務規程その他の

定めに従って取扱います。お客様には、これ

ら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並

びに機構が定める機構の振替業の業務処理方

法に従うことにつき約諾していただき、本約

款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提

出があったものとして取扱います。 

 

（契約期間等） 

第４条    （現行どおり） 

 

（当社への届出事項） 

第５条 「保護預り口座設定申込書」に押捺さ

れた印影及び記載された住所、氏名又は名称、

生年月日、法人の場合における代表者の役職

氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住

所、生年月日、印鑑等とします。 

 

（加入者情報の取扱いに関する同意） 

第６条 当社は、原則として、振替決済口座に

振替上場投資信託受益権に係る記載又は記録

が行われた場合には、お客様の加入者情報（氏

名又は名称、住所、生年月日、法人の場合に

いての権利を有するものに限り振替決済口座

に記載又は記録いたします。 

 

（振替決済口座の開設） 

第３条    （同  左） 

 

 

 

 

 

２      （省  略） 

３ 振替決済口座は、この約款に定めるところ

によるほか、社振法その他の関係法令及び機

構の上場投資信託受益権に関する業務規程そ

の他の定めに従って取扱います。お客様には、

これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措

置並びに機構が定める機構の振替業の業務処

理方法に従うことにつき約諾していただき、

本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面

の提出があったものとして取扱います。 

 

（契約期間等） 

第４条    （省  略） 

 

（当社への届出事項） 

第５条 「保護預り口座設定申込書」に押捺さ

れた印影及び記載された住所、氏名又は名称、

生年月日、法人の場合における代表者の氏名

等をもって、お届出印、住所、氏名又は名称、

生年月日等とします。 

 

（新  設） 
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おける代表者の役職氏名、その他機構が定め

る事項。以下同じ。）について、当社が機構に

対して通知する等、振替上場投資信託受益権

の振替制度に関して機構の定めるところによ

り取扱い、機構に対して通知することにつき、

ご同意いただいたものとして取扱います。 

 

（加入者情報の他の口座管理機関への通知の同

意） 

第７条 当社が前条に基づき機構に通知した加

入者情報（生年月日を除きます。）の内容は、

機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に

振替決済口座を開設している場合の当該他の

口座管理機関に対して通知される場合がある

ことにつき、ご同意いただいたものとして取

扱います。 

 

（発行者に対する代表者届又は代理人選任届そ

の他の届出） 

第８条 当社は、お客様が、発行者に対する代

表者届又は代理人選任届その他の届出を行う

ときは、当社にその取次ぎを委託することに

つき、ご同意いただいたものとして取扱いま

す。 

２ 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お

客様が新たに取得した振替上場投資信託受益

権については、受益者登録のときに行うこと

につき、ご同意いただいたものとして取扱い

ます。 

 

（振替制度で指定されていない文字の取扱い）

第９条 お客様が当社に対して届出を行った氏

名もしくは名称又は住所のうちに振替制度で

指定されていない文字がある場合には、当社

が振替制度で指定された文字に変換を行うこ

とにつき、ご同意いただいたものとして取扱

 

 

 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

（新  設） 
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います。 

 

（振替の申請） 

第 10 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記

録されている振替上場投資信託受益権につい

て、次の各号に定める場合を除き、当社に対

し、振替の申請をすることができます。 

 1.・2.   （現行どおり） 

 3. 機構の定める振替制限日を振替日とする

もの 

（削  除） 

 

２ お客様が振替の申請を行うに当っては、そ

の４営業日前までに、次に掲げる事項を当社

所定の依頼書に記入の上、届出の印章により

記名押印してご提出ください。 

 1. 当該振替において減少及び増加の記載又

は記録がされるべき振替上場投資信託受益

権の銘柄及び口数 

 2. お客様の振替決済口座において減少の記

載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄

かの別 

 3. 前号の振替決済口座において減少の記載

又は記録がされるのが質権欄である場合に

は、当該記載又は記録がされるべき振替上

場投資信託受益権についての受益者の氏名

又は名称及び住所並びに第１号の口数のう

ち当該受益者ごとの口数 

 4. 特別受益者（加入者が、その直近上位機

関に対し、当該振替上場投資信託受益権に

つき、他の加入者を受益者として受益者登

録をすることを求める旨の申出をした場合

における当該振替上場投資信託受益権に係

る他の加入者をいう。以下同じ。）の氏名又

は名称及び住所並びに第１号の口数のうち

当該特別受益者ごとの口数 

 

 

（振替の申請） 

第６条 お客様は、振替決済口座に記載又は記

録されている上場投資信託受益権について、

次の各号に定める場合を除き、当社に対し、

振替の申請をすることができます。 

 1.・2.    （省  略） 

（新  設） 

 

3. 信託の計算期間終了日において振替を行

うもの 

２ お客様が振替の申請を行うに当っては、そ

の３営業日前までに、次に掲げる事項を当社

所定の依頼書に記入の上、届出の印章により

記名押印してご提出ください。 

 1. 減少及び増加の記載又は記録がされるべ

き上場投資信託受益権の銘柄及び口数 

  

2. お客様の振替決済口座において減少の記

載又は記録がされるのが、保有口か質権口

かの別 

（新  設） 

 

 

 

 

 

（新  設） 
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 5.      （現行どおり）  

 6. 振替先口座において、増加の記載又は記

録がされるのが、保有欄か質権欄かの別 

 7. 前号の口座において増加の記載又は記録

がされるのが質権欄である場合には、振替

口数のうち受益者ごとの口数並びに当該受

益者の氏名又は名称及び住所 

 8.      （現行どおり）  

３ 前項第１号の口数は、その振替上場投資信

託受益権の１口の整数倍となるよう提示しな

ければなりません。 

４ 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間

の場合には、第２項第５号の提示は必要あり

ません。また、同項第６号については、「振替

先口座」を「お客様の振替決済口座」として

提示してください。 

５ 当社に振替上場投資信託受益権の買取りを

請求される場合、前各項の手続きを待たずに

振替上場投資信託受益権の振替の申請があっ

たものとして取扱います。 

６ 第２項の振替の申請（振替先欄が保有欄で

あるものに限ります。）を行うお客様は、同項

第１号の振替上場投資信託受益権を同項第６

号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で

譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の

申請に際して当該振替上場投資信託受益権の

受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該

事項を当該振替先口座を開設する口座管理機

関に通知することを請求することができま

す。 

 

（他の口座管理機関への振替） 

第 11 条    （現行どおり） 

 

（担保の設定） 

第 12 条 お客様の振替上場投資信託受益権に

 3.      （省  略） 

4. 振替先口座において、増加の記載又は記

録がされるのが、保有口か質権口かの別 

（新  設） 

 

 

 

5.      （省  略）  

３ 前項第１号の口数は、その上場投資信託受

益権の１口の整数倍となるよう提示しなけれ

ばなりません。 

４ 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間

の場合には、第２項第３号の提示は必要あり

ません。また、同項第４号については、「振替

先口座」を「お客様の振替決済口座」として

提示してください。 

（新  設） 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（他の口座管理機関への振替） 

第７条     （省  略） 

 

（質権の設定） 

第８条 お客様の上場投資信託受益権につい
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ついて、担保を設定される場合は、当社所定

の手続きにより振替を行います。 

 

 

 

 

（担保振替上場投資信託受益権の取扱い） 

第 13 条 お客様は、その振替決済口座の保有欄

に記載又は記録がされている担保の目的で譲

り受けた振替上場投資信託受益権について、

当社に対し、特別受益者の申出をすることが

できます。 

２ お客様は、振替の申請における振替元口座

又は振替先口座の加入者である場合には、機

構に対する当該申請により当該振替先口座に

増加の記載又は記録がされた担保振替上場投

資信託受益権の届出をしようとするときは、

当社に対し、担保振替上場投資信託受益権の

届出の取次ぎの請求をしていただきます。 

３ お客様は、担保振替上場投資信託受益権の

届出の記録における振替元口座又は振替先口

座の加入者である場合には、当該記録に係る

担保振替上場投資信託受益権についての担保

解除等により当該記録における振替先口座に

当該担保振替上場投資信託受益権の口数につ

いての記載又は記録がなくなったときは、当

社に対し、遅滞なく、機構に対する担保振替

上場投資信託受益権の届出の記録の解除の届

出の取次ぎの請求をしていただきます。 

 

（担保設定者となるべき旨のお申出） 

第 14 条 お客様が質権設定者になろうとする

場合で、質権者となる者にその旨の申出をし

ようとするときは、質権者となる者の振替決

済口座の質権欄に記載又は記録されている質

権の目的である振替上場投資信託受益権につ

て、質権を設定される場合は、当社が認めた

場合の質権の設定についてのみ行うものと

し、この場合、機構が定めるところに従い、

当社所定の手続きによる振替処理により行い

ます。 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新  設） 
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いて、当社に対し、振替上場投資信託受益権

の質権設定者となるべき旨の申出の取次ぎを

請求することができます。 

２ お客様が特別受益者になろうとする場合

で、担保権者となる者にその旨の申出をしよ

うとするときは、担保権者となる者の振替決

済口座の保有欄に記載又は記録されている担

保の目的である振替上場投資信託受益権につ

いて、当社に対し、特別受益者となるべき旨

の申出の取次ぎを請求することができます。

 

（信託の受託者である場合の取扱い） 

第 15 条 お客様が信託の受託者である場合に

は、お客様は、その振替決済口座に記載又は

記録がされている振替上場投資信託受益権に

ついて、当社に対し、信託財産である旨の記

載又は記録をすることを請求することができ

ます。 

 

（振替先口座等の照会） 

第 16 条 当社は、お客様から振替の申請を受け

たときは、機構に対し、お客様からの振替の

申請において示された振替先口座に係る加入

者口座情報が機構に登録されている否かにつ

いての照会をすることがあります。 

２ お客様が振替上場投資信託受益権の質入れ

又は担保差入れのために振替の申請をしよう

とする場合であって、振替先口座を開設する

口座管理機関がお客様から同意を得ていると

きは、当該口座管理機関は、機構に対し、振

替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録

されている否かについての照会をすることが

あります。 

３ お客様が当社に対する振替上場投資信託受

益権の質入れ又は担保差入れのために振替の

申請をしようとする場合であって、当社がお

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新  設） 
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客様から同意を得ているときは、当社は、機

構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報

が機構に登録されている否かについての照会

をすることがあります。 

 

（抹消手続き） 

第 17 条 振替決済口座に記載又は記録されて

いる振替上場投資信託受益権について、お客

様から当社に対し抹消の申請が行われた場

合、機構が定めるところに従い、お客様に代

わってお手続きさせていただきます。 

 

（分配金に関する取扱い） 

第 18 条 お客様は、金融機関預金口座又は株式

会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座（以

下「預金口座等」といいます。）への振込みの

方法により分配金を受領しようとする場合に

は、当社に対し、発行者に対する分配金を受

領する預金口座等の指定（以下「分配金振込

指定」といいます。）の取次ぎの請求をするこ

とができます。 

２ お客様は、当社を経由して機構に登録した

一の金融機関預金口座（以下「登録分配金受

領口座」といいます。）への振込みにより、お

客様が保有する全ての銘柄の分配金を受領す

る方法（以下「登録分配金受領口座方式」と

いいます。）又はお客様が発行者から支払われ

る分配金の受領を当社に委託し、発行者は当

該委託に基づいて、当社がお客様のために開

設する振替決済口座に記載又は記録された振

替上場投資信託受益権の口数（当該発行者に

係るものに限ります。）に応じて当社に対して

分配金の支払いを行うことにより、お客様が

分配金を受領する方式（以下「受益権口数比

例配分方式」といいます。）を利用しようとす

る場合には、当社に対し、その旨を示して前

 

 

 

 

 

（抹消手続き） 

第９条 振替決済口座に記載又は記録されてい

る上場投資信託受益権について、お客様から

当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構

が定めるところに従い、お客様に代わってお

手続きさせていただきます。 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新  設） 
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項の分配金振込指定の取次ぎの請求をしてい

ただきます。ただし、お客様が「受益権口数

比例配分方式」を利用される場合において、

お客様が当社の「自動運用買付・換金取扱規

定」に基づき、「ダイワＭＲＦ累積投資」の契

約のお申込みをされている場合、当該分配金

はダイワＭＲＦの買付資金に充当されます。

３ お客様が前項の受益権口数比例配分方式の

利用を内容とする分配金振込指定の取次ぎを

請求する場合には、次に掲げる事項につき、

ご同意いただいたものとして取扱います。 

1. お客様の振替決済口座に記載又は記録が

された振替上場投資信託受益権の口数に係

る分配金の受領を当社又は当社があらかじ

め再委託先として指定する者に委託するこ

と 

2. お客様が振替決済口座の開設を受けた他

の口座管理機関がある場合には、当該他の

口座管理機関に開設された振替決済口座に

記載又は記録された振替上場投資信託受益

権の口数に係る分配金の受領を当該他の口

座管理機関又は当該他の口座管理機関があ

らかじめ再委託先として指定する者に委託

すること。また、当該委託をすることを当

該他の口座管理機関に通知することについ

ては、当社に委託すること 

3. 当社は、前号により委託を受けた他の口

座管理機関に対する通知については、当社

の上位機関及び当該他の口座管理機関の上

位機関を通じて行うこと 

4. お客様に代理して分配金を受領する口座

管理機関の商号又は名称、当該口座管理機

関が分配金を受領するために指定する金融

機関預金口座及び当該金融機関預金口座ご

との分配金の受領割合等については、発行

者による分配金の支払いの都度、機構が発

 

 

 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

（新  設） 
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行者に通知すること 

5. 発行者が、お客様の受領すべき分配金を、

機構が前号により発行者に通知した口座管

理機関に対して支払った場合には、発行者

の当該口座管理機関の加入者に対する分配

金支払債務が消滅すること 

6. お客様が次に掲げる者に該当する場合に

は、受益権口数比例配分方式を利用するこ

とはできないこと 

イ 機構に対して受益権口数比例配分方式

に基づく加入者の分配金の受領をしな

い旨の届出をした口座管理機関の加入

者 

ロ 機構加入者 

４ 登録分配金受領口座方式又は受益権口数比

例配分方式を現に利用しているお客様は、分

配金振込指定の単純取次ぎを請求することは

できません。 

 

（受益者登録の請求等に係る処理） 

第 19 条 当社は、振替上場投資信託受益権につ

いて、機構に対し、機構が定めるところによ

り、信託の計算期間終了日における受益者の

氏名又は名称、住所、受益者の口座、受益者

の有する振替上場投資信託受益権の銘柄及び

口数、その他機構が定める事項を報告します。

（削  除） 

 

 

 

 

（削  除） 

 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

（新  設） 

 

 

 

（新  設） 

（新  設） 

 

 

 

 

（受益者登録の請求等に係る処理） 

第 10 条 当社は、上場投資信託受益権の発行者

に対するお客様の受益者登録は、発行者が機

構を通じて受益者登録ができる旨を定めてい

る場合に限り、機構の定める方法により、次

のとおり取扱います。 

 

1. 当社は、お客様から特にお申出のない限

り、信託の計算期間の終了日における上場

投資信託受益権につき、受益者登録の請求

に係る取次ぎのご依頼をいただいたものと

して取扱い、当該請求を機構に取次ぎます。

2. 当社は、前号の受益者登録の請求を取次

ぐ場合には、受益者登録の請求に必要な信

託の計算期間の終了日現在の振替口座簿の

写しについて、お客様から交付の請求及び

当該写しの上場投資信託受益権の発行者へ
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（削  除） 

 

 

 

 

（削  除） 

 

 

 

 

（削  除） 

 

 

 

 

 

 

２ 機構は、前項の規定により報告を受けた内

容等に基づき、受益者登録の対象銘柄である

振替上場投資信託受益権の発行者に対し、受

益者の氏名又は名称、住所、受益者の有する

振替上場投資信託受益権の銘柄及び口数、そ

の他機構が定める事項を通知します。この場

合において、機構は、受益者として報告した

お客様について、当社又は他の口座管理機関

から受益者として報告しているお客様と同一

の者であると認めるときは、その同一の者に

係る受益者の報告によって報告された口数を

合算した口数によって、登録を行います。 

３ 機構は、発行者に対して通知した前項の通

知受益者に係る事項について、信託の計算期

間終了日以降において変更が生じた場合は、

当該発行者に対してその内容を通知します。

 

の送付のご依頼をいただいたものとして取

扱い、当該写しを機構に提出します。 

 3. 当社は、信託の計算期間の終了日までに、

受益者登録の手続きに必要なお客様のお申

出による住所、氏名等を記載した書類を、

機構を経由して上場投資信託受益権の発行

者に提出します。 

 4. 前号のお申出による住所、氏名等に変更

が生じた場合は、当社所定の方法により、

お申出をいただき、当社はその旨を記載し

た書類を上場投資信託受益権の発行者に提

出します。 

 5. 当社は、お客様から特にお申出のない限

り、機構の定める一定の日における上場投

資信託受益権に係る受益者登録の手続きに

必要なお客様のお申出による住所、氏名等

を記載した書類を機構を経由して上場投資

信託受益権の発行者に提出することがあり

ます。 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新  設） 
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（お客様への連絡事項） 

第 20 条 当社は、振替上場投資信託受益権につ

いて、次の事項をお客様にご通知します。 

 

1. 最終償還期限（償還期限がある場合に限

ります。） 

 2. 残高照合のための報告 

２ 前項の残高照合のための報告は、振替上場

投資信託受益権の残高に異動があった場合

に、当社所定の時期に年１回以上ご通知しま

す。また、法令等の定めるところにより取引

残高報告書を定期的に通知する場合には、残

高照合のための報告内容を含めて行いますか

ら、その内容にご不審の点があるときは、す

みやかに当社のコンプライアンス部お客様相

談室に直接ご連絡ください。 

３～５    （現行どおり） 

 

（振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報

提供の請求） 

第 21 条 お客様は、当社に対し、当社が備える

振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録さ

れている事項を証明した書面（振替法第 277

条に規定する書面をいいます。）の交付を請求

することができます。 

２ 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様

の口座について、発行者等の利害関係を有す

る者として法令に定められている者から、正

当な理由を示して、お客様の口座に記載又は

記録されている事項を証明した書類の交付又

は当該事項に係る情報を電磁的方法により提

供することの請求を受けたときは、直接又は

機構を経由して、当該利害関係を有する者に

対して、当該事項を証明した書類の交付又は

当該事項に係る情報を電磁的方法による提供

をします。 

（お客様への連絡事項） 

第 11 条 当社は、上場投資信託受益権につい

て、残高照合のための報告をお客様にご通知

します。 

（新  設） 

 

（新  設） 

２ 前項の残高照合のための報告は、上場投資

信託受益権の残高に異動があった場合に、当

社所定の時期に年１回以上ご通知します。ま

た、法令等の定めるところにより取引残高報

告書を定期的に通知する場合には、残高照合

のための報告内容を含めて行いますから、そ

の内容にご不審の点があるときは、速やかに

当社のコンプライアンス部に直接ご連絡くだ

さい。 

３～５     （省  略） 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

（新  設） 
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３ 第１項の場合は、所定の料金をいただきま

す。 

 

（届出事項の変更手続き） 

第 22 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名も

しくは名称、法人の場合における代表者の役

職氏名、住所その他の届出事項に変更があっ

たときは、直ちに当社所定の方法によりお手

続きください。この場合、印鑑証明書、住民

票その他必要と認める書類等を提出していた

だくことがあります。 

２ 前項により届出があった場合、当社は所定

の手続きを完了した後でなければ振替上場投

資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約の

ご請求には応じません。この間、相当の期間

を置き、また、保証人を求めることがありま

す。 

３ 第１項による変更後は、変更後の印影、氏

名又は名称、住所等をもってお届出印、氏名

又は名称、住所等とします。 

 

（機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は

記録内容の変更に関する同意） 

第 23 条 機構から当社に対し、お客様の氏名も

しくは名称の変更があった旨、住所の変更が

あった旨の通知があった場合には、当社が管

理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該

通知内容のものに変更することにつき、ご同

意いただいたものとして取扱います。 

 

（口座管理料） 

第 24 条 当社は、口座を開設したときは、その

開設時及び口座開設後１年を経過するごとに

所定の料金をいただくことがあります。 

２ 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金

があるときは、それから充当することがあり

（新  設） 

 

 

（届出事項の変更手続き） 

第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名も

しくは名称、住所その他の届出事項に変更が

あったときは、直ちに当社所定の方法により

お手続きください。この場合、印鑑証明書、

住民票その他必要と認める書類等を提出して

いただくことがあります。 

 

２ 前項により届出があった場合、当社は所定

の手続きを完了した後でなければ上場投資信

託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請

求には応じません。この間、相当の期間を置

き、また、保証人を求めることがあります。

 

３ 第１項による変更後は、変更後の印影・住

所・名称等をもってお届出印・住所・名称等

とします。 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（口座管理料） 

第 13 条 当社は、口座を開設したときは、その

開設時及び口座開設後１年を経過するごとに

所定の料金をいただくことがあります。 

２ 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金

があるときは、それから充当することがあり



- 14 - 

改 正 現 行 

ます。また、料金のお支払いがないときは、

振替上場投資信託受益権の売却代金の支払い

のご請求には応じないことがあります。 

 

（当社の連帯保証義務） 

第 25 条 機構が、振替法等に基づき、お客様（振

替法第 11 条第２項に定める加入者に限りま

す。）に対して負うこととされている、次の各

号に定める義務の全部の履行については、当

社がこれを連帯して保証いたします。 

1. 振替上場投資信託受益権の振替手続きを

行った際、機構において、誤記帳等により

本来の口数より超過して振替口座簿に記載

又は記録されたにもかかわらず、振替法に

定める超過記載又は記録に係る義務を履行

しなかったことにより生じた振替上場投資

信託受益権の超過分（振替上場投資信託受

益権を取得した者のないことが証明された

分を除きます。）の収益分配金等の支払いを

する義務 

2. その他、機構において、振替法に定める

超過記載又は記録に係る義務を履行しなか

ったことにより生じた損害の賠償義務 

 

（機構において取扱う振替上場投資信託受益権

の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知）

第 26 条 当社は、機構において取扱う振替上場

投資信託受益権のうち、当社が定める一部の

銘柄の取扱いを行わない場合があります。 

２ 当社は、当社における振替上場投資信託受

益権の取扱いについて、お客様にその取扱い

の可否を通知します。 

 

 

（解約等） 

第 27 条 次の各号のいずれかに該当する場合

ます。また、料金のお支払いがないときは、

上場投資信託受益権の売却代金の支払いのご

請求には応じないことがあります。 

 

（当社の連帯保証義務） 

第 14 条 機構が、社振法等に基づき、お客様（社

振法第 11 条第２項に定める加入者に限りま

す。）に対して負うこととされている、次の各

号に定める義務の全部の履行については、当

社がこれを連帯して保証いたします。 

1. 上場投資信託受益権の振替手続きを行っ

た際、機構において、誤記帳等により本来

の口数より超過して振替口座簿に記載又は

記録されたにもかかわらず、社振法に定め

る消却義務を履行しなかったことにより生

じた上場投資信託受益権の超過分（上場投

資信託受益権を取得した者のないことが証

明された分を除きます。）の収益分配金等の

支払いをする義務 

 

2. その他、機構において、社振法に定める

消却義務を履行しなかったことにより生じ

た損害の賠償義務 

 

（機構において取扱う上場投資信託受益権の一

部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知） 

第 15 条 当社は、機構において取扱う上場投資

信託受益権のうち、当社が定める一部の銘柄

の取扱いを行わない場合があります。 

２ 当社は、当社における上場投資信託受益権

の取扱いについて、お客様からお問合せがあ

った場合には、お客様にその取扱いの可否を

通知します。 

 

（解約等） 

第 16 条 次の各号のいずれかに該当する場合
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には、契約は解約されます。この場合、当社

から解約の通知があったときは、振替上場投

資信託受益権を他の口座管理機関へ振替える

等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただ

きます。第４条による当社からの申出により

契約が更新されないときも同様とします。 

 1.～4.    （現行どおり） 

 5. お客様が第 32 条に定めるこの約款の変

更に同意しないとき 

6. お客様が暴力団員、暴力団関係企業、い

わゆる総会屋等の反社会的勢力に該当する

と認められ、当社が解約を申出たとき 

7. お客様が暴力的な要求行為、法的な責任

を超えた不当な要求行為等を行い、当社が

契約を継続しがたいと認めて、解約を申出

たとき 

 8.      （現行どおり）  

２ 次の各号のいずれかに該当するお客様が契

約を解約する場合には、すみやかに振替上場

投資信託受益権を他の口座管理機関に開設し

たお客様の振替決済口座へお振替えいただく

か、他の口座管理機関に開設したお客様の振

替決済口座を振替元口座として指定していた

だいたうえで、契約を解約していただきます。

 1. お客様の振替決済口座に振替上場投資信

託受益権についての記載又は記録がされて

いる場合 

2. お客様が融資等の契約に基づき、他の加

入者の振替決済口座の質権欄に担保振替上

場投資信託受益権に係る受益者として記載

又は記録されているとき又はお客様が他の

加入者による特別受益者の申出における特

別受益者であるとき 

３ 前２項による振替上場投資信託受益権の振

替手続きが遅延したときは、遅延損害金とし

て振替が完了した日までの手数料相当額をお

には、契約は解約されます。この場合、当社

から解約の通知があったときは、直ちに当社

所定の手続きをとり、上場投資信託受益権を

他の口座管理機関へお振替えください。 

  

 

1.～4.    （省  略） 

 5. お客様が第 20 条に定めるこの約款の変

更に同意しないとき 

（新  設） 

 

 

（新  設） 

 

 

 

6.      （省  略）  

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

２ 前項による上場投資信託受益権の振替手続

きが遅延したときは、遅延損害金として振替

が完了した日までの手数料相当額をお支払い
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支払いください。この場合、売却代金等の預

り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額

が生じたときは、直ちにお支払いください。

４ 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 24

条第１項の方法に準じて自動引落しすること

ができるものとします。この場合、第 24 条第

２項に準じて売却代金等の預り金から充当す

ることができるものとします。 

 

（解約時の取扱い） 

第 28 条 前条に基づく解約に際しては、お客様

の振替決済口座に記載又は記録されている振

替上場投資信託受益権及び金銭については、

当社の定める方法により、お客様のご指示に

よって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭

により返還を行います。 

 

（緊急措置） 

第 29 条 法令の定めるところにより振替上場

投資信託受益権の振替を求められたとき、又

は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社

は臨機の処置をすることができるものとしま

す。 

 

（免責事項） 

第 30 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害

については、その責を負わないものとします。

ただし、当社の故意又は重大な過失により生

じた損害についてはこの限りではありませ

ん。 

1. 第 22 条第１項による届出の前に生じた

損害 

 2. 依頼書、諸届その他の書類に使用された

印影を届出印と相当の注意をもって照合

し、相違ないものと認めて振替上場投資信

託受益権の振替又は抹消、その他の取扱い

ください。この場合、売却代金等の預り金は、

遅延損害金に充当しますが、不足額が生じた

ときは、直ちにお支払いください。 

３ 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 13

条第１項の方法に準じて自動引落しすること

ができるものとします。この場合、第 13 条第

２項に準じて売却代金等の預り金から充当す

ることができるものとします。 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

（緊急措置） 

第 17 条 法令の定めるところにより上場投資

信託受益権の振替を求められたとき、又は店

舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨

機の処置をすることができるものとします。

 

 

（免責事項） 

第 18 条     （同  左） 

 

 

 

 

1. 第 12 条第１項による届出の前に生じた

損害 

 2. 依頼書、諸届その他の書類に使用された

印影を届出印と相当の注意をもって照合

し、相違ないものと認めて上場投資信託受

益権の振替又は抹消、その他の取扱いをし



- 17 - 

改 正 現 行 

をしたうえで、当該書類について偽造、変

造その他の事故があった場合に生じた損害

 3. 依頼書に使用された印影が届出印と相違

するため、振替上場投資信託受益権の振替

をしなかった場合に生じた損害 

 4. 災害、事変その他の不可抗力の事由が発

生し、又は当社の責めによらない事由によ

り記録設備の故障等が発生したため、振替

上場投資信託受益権の振替又は抹消に直ち

には応じられない場合に生じた損害 

 5. 前号の事由により振替上場投資信託受益

権の記録が滅失等した場合、又は第 18 条に

よる分配金の指定口座への入金が遅延した

場合に生じた損害 

 6. 前条の事由により当社が臨機の処置をし

た場合に生じた損害 

 

（振替法に基づく振替制度への移行手続き等に

関する同意） 

第 31 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する

特例上場投資信託受益権について、振替法に

基づく振替制度へ移行するために、お客様か

ら当該特例上場投資信託受益権の受益証券の

ご提出を受けた場合には、第１号及び第２号

に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこ

と並びに第３号から第６号までに掲げる事項

につき、ご同意いただいたものとして取扱い

ます。 

 1. 振替法附則第 32 条において準用する同

法附則第 14 条において定められた振替受

入簿の記載又は記録に関する振替機関への

申請 

2. その他振替法に基づく振替制度へ移行す

るため必要となる手続き等（受益証券の提

出など） 

 3.      （現行どおり）  

たうえで、当該書類について偽造、変造そ

の他の事故があった場合に生じた損害 

 3. 依頼書に使用された印影が届出印と相違

するため、上場投資信託受益権の振替をし

なかった場合に生じた損害 

 4. 災害、事変その他の不可抗力の事由が発

生し、又は当社の責めによらない事由によ

り記録設備の故障等が発生したため、上場

投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには

応じられない場合に生じた損害 

 5. 前号の事由により上場投資信託受益権の

記録が滅失等した場合に生じた損害 

  

 

6. 第 17 条の事由により当社が臨機の処置

を した場合に生じた損害 

 

（社振法に基づく振替制度への移行手続き等に

関する同意） 

第 19 条 社振法の施行に伴い、お客様が有する

特例投資信託受益権について、社振法に基づ

く振替制度へ移行するために、お客様から当

該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を

受けた場合には、第１号及び第２号に掲げる

諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに

第３号及び第４号に掲げる事項につき、ご同

意いただいたものとして取扱います。 

  

1. 社振法附則第 32 条において準用する同

法附則第 14 条において定められた振替受

入簿の記載又は記録に関する振替機関への

申請 

2. その他社振法に基づく振替制度へ移行す

るため必要となる手続き等（受益証券の提

出など） 

 3.      （省  略）  



- 18 - 

改 正 現 行 

4. 振替法に基づく振替制度に移行した特例

上場投資信託受益権については、振替法そ

の他の関係法令及び振替機関の業務規程そ

の他の定めに基づき、この約款の規定によ

り管理すること 

5. 機構が必要と認める日においては、第１

号に掲げる申請を受付けないこと 

6.  振替口座簿への記載又は記録に際し、振

替手続き上、当社の口座（自己口）を経由

して行う場合があること 

 

（約款の変更） 

第 32 条     （現行どおり） 

 

 

 

 

以 上

 

 

 

 

 

4. 社振法に基づく振替制度に移行した特例

投資信託受益権については、社振法その他

の関係法令及び振替機関の業務規程その他

の定めに基づき、この約款の規定により管

理すること 

（新  設） 

 

（新  設） 

 

 

 

（約款の変更） 

第 20 条     （省  略） 

 

 

 

 

以 上

 


